
更新申請をされた宅地建物取引業者の皆様へ

静岡県くらし・環境部

建築住宅局住まいづくり課

宅地建物取引業者免許証の受領時期について

宅地建物取引業者免許申請（更新）の手続きが完了しましたら、免許通知書

（はがき）を、主たる事務所の所在地へ送付しています。

令和３年７月発送分より、新しい免許証の受領時期を、更新後の免許日以降

に統一します。更新後の免許日以前に新しい免許証をお渡しすることはできま

せんので、御注意ください。

更新後の免許日は、免許通知書に記載してあります免許年月日を御確認くだ

さい。
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